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市
で
は
、
12
月
か
ら
父
子
家
庭
に
対
し
て
医
療
費
の

助
成
を
行
い
ま
す
。

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

助
成
を
希
望
す
る
人
は
、こ
ど
も
未
来
課
（
有
家
庁
舎
）、

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
西
有
家
庁
舎
）
ま
た
は
各
支
所
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
社
会
保
険
の
加
入
者
で
、

20
歳
未
満
の
子
を
監
護
し
て
い
る
父
と
、
18
歳
に
到
達

す
る
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
の
父
子
家
庭
の
子
。

　

な
お
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
（
世
帯
）
は
、

助
成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

〆 

11
月
25
日
㈭

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

父
と
子
の
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
預
金
通
帳
の
写
し
、

父
子
家
庭
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
児
童
扶
養
手

当
証
書
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
父
子
家
庭
で
あ
る

こ
と
の
証
明
書
の
い
ず
れ
か
）

※

平
成
22
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
人
で
、
児
童

扶
養
手
当
の
認
定
請
求
を
し
て
い
な
い
人
は
、
所
得

課
税
証
明
書
の
提
出
が
別
途
必
要
で
す
。

※

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

井
戸
水
は
、
環
境
の
変
化
や
井
戸
の
管
理
な
ど
の
影

響
で
、
飲
用
に
適
さ
な
く
な
る
（
水
質
基
準
を
満
た
さ

な
い
）
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
利
用
者
自
ら
が
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
井
戸
水
の
衛
生
管
理

・
井
戸
の
周
辺
を
清
潔
に
保
ち
、
井
戸
に
蓋
を
し
た
り
、

周
辺
に
柵
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。

・
定
期
的
に
専
門
検
査
機
関
に
よ
る
水
質
検
査（
年
１

回
程
度
）を
受
け
、
安
全
性
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

（
大
腸
菌
群
や
、硝
酸
態
窒
素
な
ど
の
10
項
目
の
検
査

で
８
千
円
程
度
）。

●
井
戸
水
の
飲
用

　

飲
用
す
る
場
合
は
、
適
切
な
処
理
（
高
温
消
毒
や
有

害
物
質
除
去
装
置
の
利
用
な
ど
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
異
常
を
感
じ
た
ら
飲
用
を
中
止
し
て
く
だ
さ
い
。

●
水
道
水
へ
の
切
り
替
え

　

水
質
基
準
を
満
た
さ
な
い
井
戸
水
は
、
健
康
被
害
、

特
に
硝
酸
態
窒
素
が
高
い
と
乳
児
な
ど
に
悪
影
響
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
は
、
水
道
水
に
切
り
替
え
ま
し
ょ
う
。

●資料の閲覧場所
　農村整備課、各支所および市ホームページ

●期間／11月１日㈪～11月30日㈫
●意見などを提出できる人
　市内に在住する人、事業所を有する人など（詳細は
お問い合わせください）

●意見の提出期間
　11月１日㈪～11月30日㈫【必着】

●提出方法
　住所、氏名、年齢、性別を記載のうえ、持参、FAX、Ｅ
メールまたは郵送してください（様式は問いません）。

※いただいた意見の要旨と市の考え方は、後日ホーム
ページなどで公表します。

お 農村整備課　☎０５０（３３８１）５０６２
　 ℻０９５７（８２）３３０２
　Ｅメール nousonseibi@city.minamishimabara.lg.jp
　〒859‒2202 南島原市有家町山川58番地

　南島原市農村環境計画を策定するに当たって市民などの意見・提案をいただくため、「素案」についての
市民意見募集（パブリック・コメント）を行います。

　市では、自治会、学校や老人会など
でボランティア清掃を行う団体に対し
て、指定ごみ袋の支給や、ごみ処理費
の免除などの支援を行っています。
　支援を受けるためには、「ボランティ
ア活動実施計画書」を事前に届け出る
必要があります。届け出のない場合に
は、免除できない場合がありますので、
忘れずに届け出をお願いします。

●支援内容…可燃ごみ袋、不燃ごみ袋
の支給。処理場へ持ち込んだ場合の
処理費の免除

も 各支所または環境課に備えている指定
の様式により事前に届け出てください。

※随時受け付けています。

●施設名／有家総合運動公園多目
的芝生広場

●敷地面積／5,781平方メートル
（縦約90m×横約64m）

●利用時間
　午前９時～午後10時
●料金／無料。ただし、夜間照明
を利用する場合は、１時間
1,000 円（平成 23 年３月 31
日までは、周知期間として料金
は徴収しません）。営業、商用
利用の場合は、別途料金が必要
です。

も 自由に利用して構いませんが、
多目的芝生広場を専用（夜間照
明利用時も含む）する場合は、
所定の「南島原市社会体育施設
利用許可申請書」を有家教育振
興班に提出してください。

施　設　概　要 父
子
家
庭
に
医
療
費
を

　
　
　
　
　
　
助
成
し
ま
す

問 
こ
ど
も
未
来
課　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

井
戸
は
適
正
に

　
　
　
　
管
理
し
ま
し
ょ
う

問 

環
境
課　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
１

「南島原市農村環境計画（素案）」に関する市民意見募集（パブリック・コメント）

南島原市地域公共交通活性化・再生協議会

公共交通機関を
　　利用しましょう
公共交通機関を
　　利用しましょう
公共交通機関を
　　利用しましょう

フリー乗車券については、

島原鉄道株式会社
☎（0957）62-2234

フリー乗車券については、

島原鉄道株式会社
☎（0957）62-2234

フリー乗車券については、

島原鉄道株式会社
☎（0957）62-2234

ボランティアによる
清掃活動を支援します
問 環境課　☎０５０（３３８１）５０４１

　

有
家
総
合
運
動
公
園
多
目
的
芝
生
広
場
を
、
10
月
１
日
か
ら
供
用
を
開
始

し
ま
し
た
。
多
目
的
芝
生
広
場
は
、
誰
で
も
い
つ
で
も
自
由
に
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

10
月
１
日 

有
家
総
合
運
動
公
園
の

「
多
目
的
芝
生
広
場
」を
供
用
開
始
し
ま
し
た

問 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
８
４


